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 住宅管理センター等文書管理支援業務（令和６年度～令和８年度） 

仕様書 

 

Ⅰ 業務の名称 

住宅管理センター等文書管理支援業務（令和６年度～令和８年度） 

 

Ⅱ 業務の目的 

本業務は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）の別紙１に掲げる住宅

管理センター等事務所（以下「センター等」という。）において保有する文書（図画及び

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録）を含む。以下同じ。）について、文書ファイル登録、文書ファイ

ル点検等を通じて機構の文書管理の現状を把握した上で、公文書等の管理に関する法律

（平成 21年法律第 66号）、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13年法律第 140号）等の法令に

則した的確な文書管理を機構が行うための適切な支援を行い、もって機構の文書管理の

効率化を図ると共に機能的な管理環境に資することを目的とする。 

 

Ⅲ 業務の内容 

 当機構の内部規則等を理解した上で、別紙１に掲げるセンター等（30事務所）にお

いて、別紙２に掲げる巡回スケジュールを目安とする頻度で次の業務を実施する。 

なお、センター等の業務については、運営協定等により㈱UR コミュニティに住まいセ

ンター及びコミュニティ推進部として業務運営を実施させている。運営協定等の業務範囲

内で㈱UR コミュニティ（住まいセンター及びコミュニティ推進部）が保有すべき文書に

ついても、当機構の法人文書に準じた保存・管理が必要であることから、準法人文書とし

て取扱い、本業務の対象とする。 

 

１ 文書管理支援業務 

(1) 法人文書登録促進業務（実施時期の目安：各年度４月又は５月の巡回及び必要
の都度） 

職員に対し、文書管理ライフサイクルの説明と啓発を行い、未登録法人文書の

登録促進を図るよう能動的な指導を行うものとする。なお、各センター等におい

て各年度の４月又は５月の巡回時に原則として所内の全職員を対象とした説明

会を開催すること。（説明用資料は請負者で作成するものとし、事前に本社の文

書管理担当者の了解を得ること。） 
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(2) 文書登録方法指導業務（実施時期の目安：全ての巡回時に必要の都度） 

 当機構の「法人文書・情報公開等管理システム（一般職員向けシステム。以下

「法人文書システム」という。）」及び「文書管理システム（文書管理担当者向け

システム。以下「DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰ」という。）」（それぞれのシステムの画面イメージ

については別紙３参照。）の操作マニュアル等を十分に理解し、次の事項につい

て職員に対し説明指導を行う。 

（法人文書システム及び DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰは、基本的なエクセル操作が必須であり、７～

８時間程度で操作方法を習得できるものと想定。） 

① 職員が作成又は取得した法人文書（以下「ドキュメント」という。）及びその

ドキュメントをファイリングしたファイル（以下「文書ファイル」という。

文書ファイルの形態については別紙４参照。）の法人文書システムへの登録方

法 

② その他法人文書システムの操作方法に関する事項（対応できない事項につい

ては、そのセンター等を所管する各本部等の文書管理担当者へ問合せの上、

対応すること。） 

 

(3) 文書ファイル登録支援業務（実施時期の目安：全ての巡回時） 

（登録支援を行う文書ファイル及びドキュメントに係る３か年分の概算件数は

別紙１参照。） 

① 事前に請負者からセンター等の文書管理担当者へ巡回日時の連絡調整を行う。 

なお、連絡調整時には、巡回時ファイル登録を行う文書ファイルの所在場所

を案内するよう依頼するとともに、事務所に設置する共用のＰＣを使用して

作業を行うため、共用 PCの使用予約を依頼しておく。 

② 職員から提出のあったファイル登録依頼書（以下「依頼書」という。）に記載 

された内容と文書ファイルの現物を照合の上、依頼書の内容と現物が一致して

いる場合は、依頼書に基づき DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより承認を行う。依頼書の内容と

現物が一致しない場合は、依頼書を提出した職員に対し、ドキュメント又は文

書ファイルを法人文書システムへ正確に登録するよう指導し、再度提出するよ

う依頼する。 

③ ②で DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより承認した後、ドキュメント管理番号ラベル及びファイ

ル管理番号ラベルを作成し、ドキュメント及び文書ファイルへの貼付を行った

後、あわせて保護シールの貼付も行う。（ラベルの作成及び貼付方法は機構の

指定方法による（別紙４参照）。なお、保護シールは、機構から支給する。支

給された保護シールは請負者が管理することとし、業務履行後不要となったも

のについては機構に返却する。）  

④ ③のラベル等の貼付の後、文書ファイルを職員に返却し、文書の保管場所へ配

架するよう依頼する。  
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⑤ ②の承認件数を巡回報告書に記録し、その他報告事項がある場合は巡回報告書

に併せて記載し、巡回実施後２週間以内に、本部等の文書管理担当者へ報告す

る。 

（①～⑤の業務のフロー図については別紙５参照。） 

 

(4) レイアウト図更新業務（実施時期の目安：必要の都度） 

① 既に作成されている執務室及び書庫における文書の保管場所（キャビネット又は 

書棚その他の保管場所）を明示したレイアウト図（作成済レイアウト図は機構が

支給）を確認の上、修正が必要と思われる場合はセンター等の文書管理担当者

に報告し、レイアウト図を更新する。 

② ①において、棚を増設する場合は、棚段番号を新規に付番する必要があるため、

DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰで棚段情報を登録すること。また、書庫を新設する場合にはそのセ

ンター等を所管する本部等の文書管理担当者へ連絡し、書庫認定を受けた上で

書庫番号の指示を受け、書庫番号及び棚段番号の情報を DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰで登録す

ること。なお、該当する棚に棚段番号ラベルを貼付のこと。なお、ラベルシー

ルは機構から支給する。支給されたラベルシールについては請負者が管理し、

業務履行後不要となったものは機構に返却する。 

③ レイアウト図変更後２週間以内に、本部等の文書管理担当者へ変更後のレイア

ウト図を送付する。 

 

(5) 事務所文書ファイル点検業務（実施時期の目安：各年度の８～12月の巡回時） 

（各年度における点検対象ファイルの概算件数は別紙１参照。） 

① 執務室内に配架されている文書ファイル名が記載されたリスト（以下「点検リ

スト」という。）を DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより作成する。 

② 事前に請負者から事務所の文書管理担当者へ巡回日時の連絡調整を行う。なお、

連絡調整時には、①で作成した点検リストをセンター等の文書管理担当者へ送

付し、巡回時に点検リストに記載された文書ファイルの点検を実施する旨の連

絡及び文書ファイルの所在が分かりやすいように背表紙に目印をつける等の

依頼を行う。 

③ 点検日に、点検リストと、点検対象ファイルの現物に記載された件名及びファ

イル管理番号を突合する。 

④ ③の突合結果をファイル点検結果一覧表（以下「点検結果一覧表」という。）

に整理の上、不突合がある場合、その要因をセンター等の文書管理担当者にヒ

アリングし、そのヒアリング結果もあわせて点検実施後２週間以内に、本部等

の文書管理担当者へ報告する。 

（①～④の業務のフロー図については別紙５参照。） 
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(6) 事務所書庫棚卸点検業務（実施時期の目安：各年度の８月～12月） 

（各年度における棚卸対象ファイルの概算件数は別紙１参照。） 

① 各書庫のファイルデータの読み込みを実施する。（各年度における棚卸点検対

象ファイル数（概算）は別紙１に記載。）データの読み込みは、各書庫の書棚

に付番している棚番号順に、別紙６に対応するバーコードリーダーを使用し実 

施する。なお、使用するバーコードリーダーは請負者が用意する。 

読み込みの対象となるデータは、棚番号ラベルに記載されているデータ（①本

支社コード、②書庫・倉庫コード、③ブロック番号、④棚番号、⑤棚段番号）

及びファイル管理番号ラベルに記載されているデータ（ファイル管理番号）と

する（各ラベルの仕様、コードの桁数等については別紙６参照）。 

② ①で読み込んだデータと、書庫単位の登録データとの突合せを行い、両データ間

の不突合の件数を確認し、不突合となったファイルについて、一覧表に整理の上、

不突合解消に向けて、センター等の文書管理担当者への不突合要因のヒアリン

グ及び書棚周辺の調査を実施する。 

③ ②の突合結果を整理した一覧表（以下「照合結果一覧表」という。）について

は、棚卸実施後２週間以内に、本部等の文書管理担当者へ報告する。（書庫内

に未登録文書が配架されている場合には、至急システム登録を行えるよう、

あわせてセンター等の文書管理担当者に報告すること。） 

（①～③の業務のフロー図については別紙５参照。） 

 

２ 文書ファイルライフサイクル等管理支援業務 

センター等及びその所管する書庫において保管する文書ファイルのライフサイク

ル等の管理に関し、次の業務を実施する。なお、巡回を行った際は、業務内容を巡

回報告書に記載し、巡回後２週間以内に本部等の文書管理担当者へ報告すること。 

(1) 法人文書保存期間管理・廃棄業務（実施時期の目安：各年度の４～７月及び 11

～３月）（次の記載順序は文書管理のライフサイクルに従っている。よって初年

度は、４月から③→④→⑤→⑥→①→②の順に業務を実施することになる。） 

① 各センター等の保有するドキュメント及び文書ファイル（以下｢法人文書｣とい

う。）のうち今年度末で保存期限が到来する法人文書の一覧表を DOC ﾏﾈ-ｼﾞｬｰに

より作成し、職員に「廃棄」、「延長及び期間・理由」又は「国立公文書館への

移管」及び「文書分類コード及び保存期間の修正」について、説明会を開催す

るなどの方法により職員に対して作業手順等を説明の上、評価（エクセル形式

の一覧表に措置内容を入力）を依頼する。（各年度の 11～12月） 

② 職員の評価を受けた一覧表をセンター等の文書管理担当者等から入手して確

認を行う。延長理由の正当性等請負者が判断できない事項については、センタ

ー等を所管する本部等の文書管理担当者（以下「本部等文書管理担当者」とい

う。）の判断を受ける。延長理由等が不適切だったものは、センター等の文書
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管理担当者に延長理由等の修正と一覧表の再提出を依頼する。提出されたデー

タは本部等の文書管理担当者の承認後、DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰで登録する。（各年度の１

～２月）  

③ ②で「廃棄」と判断したデータの一覧を作成し、センター等の文書管理担当者

を通じて職員に対して、その一覧を基に廃棄する（自らが業務上管轄する）法

人文書を引き抜き、廃棄する箱に梱包した上で、廃棄指定場所に集積するよう

依頼する。なお、集積用ダンボール等は機構で用意する。（抽出の依頼は各年

度の３月から行い、集積は各年度の４月から行う。） 

④ ③の後、請負者は、廃棄一覧データと現物との最終確認を行い、不突合の場合

は、センター等の文書管理担当者へ是正を依頼する。センター等の文書管理担

当者が最終確認をした後、情報が記載されたものとそうでないものの仕分けを

行い、請負者が手配及び立合いのもと、情報が記載されたものは、溶解又はそ

れに準じた方法、そうでないものは法令に従った方法により処分を行う。処分

後、処分完了を証明する書類を本社総務課へ提出する。（廃棄量は各センター

等につき、２トン車１台強程度。（過年度実績））（各年度の６月末日まで） 

⑤ ④の後、書庫内の簡易清掃を行う。清掃の内容については、換気を行い、棚上

の埃を払い落し、床面については掃除機などで埃、塵等を除去する。（各年度

の７月末日まで） 

⑥ 廃棄完了後に空いた棚及びスペースを有効に活用できるよう、センター等の文

書管理担当者と協議の上、再配架（システム変更登録を含む。）を行う。（各年

度の７月末日まで） 

（①～⑥の業務のフロー図については別紙５参照。） 

 

(2) 執務室内文書ファイル（随時）移管業務（実施時期の目安：各年度２回程度） 

① 書庫内に空きスペースが発生した場合に、執務室内の保管がおおむね５年以
上経過している文書ファイルを目安に、執務室から書庫への移管についてセ

ンター等の文書管理担当者と打合せを実施する。（移管先書庫、移管時期、移

管するファイルの提出及びその書庫移管依頼書の作成提出等について打合せ

し、実施要領の素案は請負者が、職員への周知はセンター等の文書管理担当

者が主体で実施する。） 

② ①により、職員から書庫への移管依頼を受けた場合は、まず移管先書庫（大
量に移管される場合は配架する棚番号まで）を伝え、次に移管に際し職員か

ら提出される書庫移管依頼書及び法人文書ファイルのデータと現物との確認

を行い、不備があるときは修正を求める。 

③ ②の確認を行った後、法人文書の箱詰め等書庫への移送準備を依頼する。（箱
の調達及び移送は請負者において実施する。なお、書庫で箱配架の場合は、

請負者が箱番号ラベルを作成し収納したファイル管理番号との関連を記録し
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ておく。） 

④ ③で配架した棚の保存場所情報や保存箱番号の情報を DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにて更新

する。 

（①～④の業務のフロー図については別紙５参照。） 

 

Ⅳ 報告会及び成果物の納品 

 (1) 報告会 

各年度末に、本社及び本部等の文書管理担当者を対象とした業務実施報告会を開催 

すること。 

(2) 成果物の納品 

(1)の実施後、説明資料、巡回報告書、レイアウト図、点検結果一覧表、照合結果

一覧表、廃棄処分を証明する書類（業務実施後、都度報告する書類はその写し）

及び(1)の会議記録を年度ごとに取りまとめ、書面及び電磁的記録(CD-R)にて各年

３月 31日までに納品すること。 

 

Ⅴ 業務引継に係る留意事項 

業務履行開始に当たっては、次の事項に留意し、現に当機構から業務を請け負ってい

る者（以下「現請負者」という。）から業務の引継を受けること。また、必要に応じ、

機構からも業務マニュアルの貸与や説明を行う。当該引継に係る一切の費用は請負者の

負担とする。 

(1) 引継期間は、原則として令和６年３月１日から３月 31日までとする。 

 (2) 各センター等において、現請負者が行う事務所巡回に同行し、ＯＪＴによる引継を 

受けること。（当該業務の入札に際し提出した業務執行体制に基づいた人員で引継を

受けること。） 

(3) 当該契約が終了するときは、機構の指定するものへ引継を行うこと。 

 

Ⅵ 業務実施に係る留意事項 

(1) 当該業務の入札に際し提出した確認資料（業務執行体制及び方策等）を遵守し、業

務を履行すること。 

(2) センター等及び書庫での作業は、土曜、日曜及び祝日並びに 12 月 29 日から１月３

日までを除く日の、原則として午前９時 15 分から午後５時 40 分までの間に行うこ

と。また、書庫の鍵の貸与を受けた場合には、請負者の責任により確実に管理し、

返却すること。 

(3) 本部等文書管理担当者及び各センター等の文書管理担当者と十分に連携を図り業務

を実施すること。 

(4) 業務において知り得た情報を漏洩及び紛失することのないよう十分に注意すること。 

(5) 業務において、共用の PCを使用して作業を行う際は、DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより、本仕様書 
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の業務に伴う処理のみを行うこととし、それ以外は一切使用しないこと。 

 

Ⅶ 再委託等の制限等 

請負者は、請負契約書第３条に定める再委託等を行う場合は、別紙７により機構に申請

し、機構の承諾を得ること。この場合、再委託等の申請に当たっては再委託等に係る見

積書を添付するものとし、機構から再委託等に係る契約書、請求書、領収書等の書類を

求められた場合はこれを機構に提出すること。ただし、機構は上記のうち、Ⅲ１(６)及

びⅢ２(1)④に記する廃棄処分以外は再委託等を認めない。 

 

Ⅷ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や 

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

別記 

センター等文書管理担当者の所属部署について 

住宅管理センター等 管轄する本部等 

1 
東京東住宅管理センター 

（東京東住まいセンター総務収納課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本賃貸住宅本部 

総務部総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
東京南住宅管理センター 

（東京南住まいセンター総務収納課） 

3 
北多摩住宅管理センター 

（北多摩住まいセンター総務収納課） 

4 
南多摩住宅管理センター 

（南多摩住まいセンター総務収納課） 

5 
東京北住宅管理センター 

（東京北住まいセンター総務収納課） 

6 
城北住宅管理センター 

（城北住まいセンター総務収納課） 

7 
千葉住宅管理センター 

（千葉住まいセンター総務収納課） 

8 
千葉西住宅管理センター  

（千葉西住まいセンター総務収納課） 

9 
千葉北住宅管理センター  

（千葉北住まいセンター総務収納課） 

10 
千葉北住宅管理センター 茨城分室 

（千葉北住まいセンター茨城分室管理班） 

11 
横浜住宅管理センター 

（横浜住まいセンター総務収納課） 

12 
神奈川西住宅管理センター  

（神奈川西住まいセンター総務収納課） 

13 
横浜南住宅管理センター  

（横浜南住まいセンター総務収納課） 

14 
東埼玉住宅管理センター  

（東埼玉住まいセンター総務収納課） 

15 
浦和住宅管理センター 

（浦和住まいセンター総務収納課） 

16 
西埼玉住宅管理センター 

（西埼玉住まいセンター総務収納課） 

17 北海道住宅管理センター 
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（北海道住まいセンター総務収納課）  

東日本賃貸住宅本部 

総務部総務課 
18 

(株)URコミュニティコミュニティ推進部 

（東日本エリア） 

19 
名古屋住宅管理センター 

（名古屋住まいセンター総務収納課） 中部支社 

総務部総務・法務課 
20 

大曽根住宅管理センター 

（大曽根住まいセンター総務収納課） 

21 
千里住宅管理センター 

（千里住まいセンター総務収納課） 

西日本支社 

総務部コンプライアンス・法務課 

22 
大阪住宅管理センター  

（大阪住まいセンター総務収納課） 

23 
泉北住宅管理センター  

（泉北住まいセンター総務収納課） 

24 
兵庫住宅管理センター 

（兵庫住まいセンター総務収納課） 

25 
阪神住宅管理センター 

（阪神住まいセンター総務収納課） 

26 
京都住宅管理センター管理課 

（京都住まいセンター総務収納課） 

27 
奈良住宅管理センター 

（奈良住まいセンター総務収納課） 

28 
(株)URコミュニティコミュニティ推進部 

（西日本エリア） 

29 
福岡住宅管理センター 

（福岡住まいセンター総務収納課） 九州支社 

総務部総務・法務課 
30 

北九州住宅管理センター管理課 

（北九州住まいセンター総務収納課） 

 

なお、本社は総務部総務課となる。 



◎住宅管理センター等一覧及び棚卸対象件数

所管書庫
法人文書等

登録支援件数
（今後3か年）

ファイル点検数
（各年度）

棚卸対象
ファイル件数

（各年度）

1 2,400件 200件 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル７階

1 北砂五丁目団地（7号棟）倉庫 1,000 冊 東京都江東区北砂５丁目２０番

2 ｳﾞｪｯｾﾙ木場南団地（７号棟）倉庫 1,200 冊 東京都江東区塩浜２丁目１８番

3 ｳﾞｪｯｾﾙ木場南団地（９号棟）倉庫 300 冊 東京都江東区塩浜２丁目１８番

4 ｼﾃｨｺｰﾄ大島団地倉庫 200 冊 東京都江東区大島６丁目１４番

5 アーバンライフ亀戸団地倉庫 200 冊 東京都江東区亀戸２丁目１番

2 600件 200件 東京都港区芝1丁目7番17号 住友不動産芝ビル3号館1階

1,800件 200件 東京都立川市曙町2丁目34番7号 ファーレイーストビル10階

6 西国分寺ゆかり四番街団地倉庫 400 冊 東京都国分寺市泉町2丁目8番1号

7 昭島つつじケ丘ハイツ団地倉庫 300 冊 東京都昭島市つつじケ丘3-4　11号棟横受水槽室

4 900件 200件 東京都多摩市永山1丁目5番 ベルブ永山6階

8 グリーンヒル寺田団地倉庫 1,000 冊 東京都八王子市寺田町432

9 諏訪団地倉庫 100 冊 東京都多摩市諏訪２丁目

5 1,800件 200件 東京都豊島区東池袋1-10-1　住友池袋駅前ビル7階

10 板橋ビュータワー団地倉庫 1,400 冊 東京都板橋区板橋1丁目53番12号

6 1,800件 200件 東京都台東区東上野5丁目2番5号 下谷ビル4階

11 リバーハープタワー南千住団地倉庫 500 冊 東京都荒川区南千住4丁目9番2号

7 3,000件 200件
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1　ワールドビジネスガーデン　マリブ
イースト10階

12 真砂第一団地倉庫 200 冊 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目16街区5号棟1階

13 ウィンズタウン稲毛海岸団地倉庫 900 冊 千葉県千葉市美浜区高浜1丁目14番8号棟1階

14 高洲第二団地倉庫 100 冊 千葉県千葉市美浜区高洲4-3-2　１階倉庫

15 牧の原団地倉庫（115号室） 200 冊 千葉県松戸市牧の原2-5 牧の原団地1－21号棟115号室

5,100件 200件 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル3階

16 芝山団地倉庫 1,100 冊 千葉県船橋市芝山1-40街区8号棟1階中央ピロティ横(西側）倉庫

17 大久保団地倉庫 400 冊 千葉県習志野市本大久保二丁目4番9号棟1階東妻側倉庫

18 アルビス前原団地倉庫 200 冊 千葉県船橋市前原西6-1

9 4,500件 150件 千葉県柏市柏4-8-1　柏東口金子ビル５階

19 牧の原団地倉庫（118号室） 千葉県松戸市牧の原2-5 牧の原団地1－21号棟118号室

20 牧の原団地倉庫（119号室） 千葉県松戸市牧の原2-5 牧の原団地1－21号棟119号室

21 常盤平団地倉庫 200 冊 千葉県松戸市常盤平4-17　E地区

10 900件 50件 0 冊 茨城県つくば市竹園1-12-2　第３・ISSEIビル２階

11 1,800件 200件 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4

22 井土ヶ谷東団地倉庫 2,100 冊 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町215-1

12 1,200件 200件 神奈川県藤沢市藤沢462　日本生命藤沢駅前ビル9階

23 辻堂駅前ハイツ団地倉庫 200 冊 藤沢市辻堂新町1-2-9（９号棟１F）

24 コンフォール藤沢団地倉庫 300 冊 神奈川県藤沢市藤が岡（D-4棟1F）

13 900件 200件 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1　港南台214ビル5階

25 磯子杉田台団地倉庫 600 冊 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑２（2-3号棟１F）

14 1,800件 200件 埼玉県草加市松原一丁目1番6号 ハーモネスタワー松原3階

26 コンフォール松原団地倉庫 100 冊 埼玉県草加市松原一丁目２番６号棟１階

15 1,800件 200件 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー5階

27 コンフォール南浦和団地倉庫 400 冊 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目37番

28 浦和白幡団地倉庫 400 冊 埼玉県さいたま市南区白幡四丁目13番24号

16 900件 200件 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘一丁目2番27-301号ココネ上福岡二番館3階

29 アルビス鶴瀬団地倉庫 100 冊 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目７

30 パールハイム若葉団地倉庫 500 冊 埼玉県鶴ヶ島市冨士見二丁目19

17 900件 200件 北海道札幌市中央区北三条3丁目１番地　札幌北三条ビル２階

31 菊水三条団地倉庫 300 冊 北海道札幌市白石区菊水3条5

18 3,300件 20件 0 冊 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー42階

19 1,800件 200件 愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号　金山総合ビル6階

32 豊明栄団地倉庫（住宅管理センター） 400 冊 愛知県豊明市栄町上姥子3丁目213番

20 900件 200件
愛知県名古屋市東区矢田一丁目3番33号
名古屋大曽根第一生命ビル4階

33 岩成台西団地倉庫（住宅管理センター） 300 冊 愛知県春日井市岩成台8丁目4番地1

21 3,600件 200件
大阪府豊中市新千里東町１丁目４番２号
千里ライフサイエンスセンタービル19階

34 千里青山台団地倉庫 700 冊 大阪府吹田市青山台１丁目２番C２５・C２８・C３１号

35 アルビス旭ヶ丘団地倉庫 1,000 冊 大阪府豊中市旭丘６番５号棟

36 新千里北町団地倉庫 800 冊 大阪府豊中市新千里北町１丁目１番

22 5,100件 200件 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目9号棟204号室

37 森之宮第２団地倉庫(執務室２） 3,800 冊 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目9号棟204号室

23 3,300件 200件 大阪府堺市中区深井沢町3257番地

38 藤沢台中央団地倉庫 1,000 冊 大阪府富田林市藤沢台1丁目4番11

24 900件 200件 兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15　 三宮ビル南館4階

39 キャナルタウンウェスト団地倉庫 1,900 冊 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2番7号棟

40 ポートアイランド団地倉庫 1,100 冊 兵庫県神戸市中央区港島中町三丁目１番地50号棟

25 2,400件 200件 兵庫県尼崎市昭和通3-95　アマックスビル８階

41 武庫川団地倉庫 1,500 冊 兵庫県西宮市高須町2丁目1番19号棟2階

26 1,200件 200件
京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル

42 小栗栖北団地倉庫 1,100 冊 京都市伏見区小栗栖南後藤町62番

27 600件 200件 奈良県奈良市右京1丁目４番地 サンタウンひまわり館2階

43 郡山駅前団地倉庫 500 冊 奈良県大和郡山市高田町9番地

28 2,400件 200件 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111　NLC森の宮ビル8階

29 1,800件 200件 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル3F

44 大名第三団地倉庫 1,200 冊 福岡県福岡市中央区大名二丁目6番20号

30 1,500件 200件 北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMビル１F

45  北九州住まいセンター書庫 1,100 冊 福岡県北九州市小倉北区浅野3－8－1 AIMビル２F

60,900件 5,620件 31,600 冊
３か年の棚卸作業（データ作成、結果照合、所在未確認ファイ
ルの追跡調査含む）に伴う人数は300名を想定。

九

州

支

社

福岡住宅管理センター

北九州住宅管理センター

計

京都住宅管理センター

奈良住宅管理センター

(株)URコミュニティコミュニティ推進部
（西日本エリア）

西

日

本

支

社

千里住宅管理センター

大阪住宅管理センター

泉北住宅管理センター

兵庫住宅管理センター

阪神住宅管理センター

北海道住宅管理センター

(株)URコミュニティコミュニティ推進部
（東日本エリア）

中

部

支

社

名古屋住宅管理センター

大曽根住宅管理センター

東埼玉住宅管理センター

浦和住宅管理センター

西埼玉住宅管理センター

横浜住宅管理センター

神奈川西住宅管理センター

横浜南住宅管理センター

300 冊

千葉北住宅管理センター茨城分室

8 千葉西住宅管理センター

千葉北住宅管理センター

東京北住宅管理センター

城北住宅管理センター

東京南住宅管理センター

3 北多摩住宅管理センター

所管
本部等

番
号

住宅管理センター等

住所

東

日

本

賃

貸

住

宅

本

部

東京東住宅管理センター

南多摩住宅管理センター

千葉住宅管理センター

別紙１



◎巡回スケジュール（目安）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

巡回日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

動員数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

※実際の巡回日程については、請負者から各住宅管理センター等の文書管理担当者に連絡の上、別途調整するものとする。 巡回日数 360

　なお、各事務所の状況等に応じて、各事務所の巡回日数を増減する場合は、極力年度目安を下回らないように調整すること。 動員数 367

※各書庫の点検作業はこの巡回スケジュールから除く。 巡回日数 1,080

動員数 1,101

28

(株)URコミュニティ
コミュニティ推進部
（西日本エリア）

3か年目安

九

州

支

社

29 福岡住宅管理センター

30 北九州住宅管理センター

年度目安

25 阪神住宅管理センター

26 京都住宅管理センター

27 奈良住宅管理センター

18

(株)URコミュニティ
コミュニティ推進部
（東日本エリア）

西

日

本

支

社

21 千里住宅管理センター

22 大阪住宅管理センター

中

部

支

社

19 名古屋住宅管理センター

20 大曽根住宅管理センター

23 泉北住宅管理センター

24 兵庫住宅管理センター

15 東埼玉住宅管理センター

16 西埼玉住宅管理センター

17 北海道住宅管理センター

12 神奈川西住宅管理センター

13 横浜南住宅管理センター

14 浦和住宅管理センター

9 千葉北住宅管理センター

10
千葉北住宅管理センター

茨城分室

11 横浜住宅管理センター

東京北住宅管理センター

7 千葉住宅管理センター

8 千葉西住宅管理センター

・　1ケ月に１回は担当者による事務所巡回を実施し、作業量に応じて巡回日数及び動員数を調整すること。
・　書庫の点検業務等はこのスケジュールに含まないため、別途調整の上実施すること。

東

日

本

賃

貸

住

宅

本

部

1 東京東住宅管理センター

2 東京南住宅管理センター

3

6 城北住宅管理センター

所管
本部等

番号 名称

北多摩住宅管理センター

4 南多摩住宅管理センター

5
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形態別ファイル管理番号ラベル及びファイル用識別ラベルの貼付位置  ①を基本として貼付いたしますが、タイトル名称等の関係で貼れない場合は②から④の優先順位で貼付す
ることとします。識別ラベルはファイル管理番号ラベルの脇に貼付します。  また、背表紙にラベルを貼る際、縦貼りはしないでください。 

 

 

バインダー(ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ)  ①背表紙下部  ②表紙左上  ③表紙左下 

 

 

 

 

図面筒  ①円筒側面   (蓋でない本体側)  ※バーコードを読込 

むために縦貼り  ②円筒上部 

 

 

フォルダー  ①表紙右上  ②表紙左上 

 

 

 

 

完成製本  ①背表紙下部  ②表紙左上  ③表紙左下 

 

 

フラットファイル(ﾚﾀｰﾌｧｲﾙ)  ①表紙左上  ②表紙左下  ③表紙右上  ④表紙右下 

 

 

 

ひもとじ・自家製本  ①表紙左上  ②表紙左下  ③表紙右上  ④表紙右下 

 

 

保存箱・衣装ケース  ①側面左上  ②側面左下  ③側面右上  ④側面右下 

※側面とは配架した際に見える面 

 

 

 

ＣＤ／ＤＶＤ  ①表面左上  ②表面左下 

 

 

ボックスファイル  ①側面下部  ②表面左下 

 

 

 

 

ビデオテープ  ①背表紙  ②側面上部  ③側面下部 

 

 
図面ケース(図面ﾌｧｲﾙ)  ①表紙左上  ②表紙左下  ③表紙右上  ④表紙右下 

 

 

 ※表紙と記載しているもののうち、右綴じと左綴じ
によって表紙面が逆になりますが、右綴じの場合

は裏表紙に貼付してください。 

左綴じ  右綴じ  

 

 

 

表紙 表紙 

 

 00000000001 保
存 
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住宅管理センター等文書管理支援業務 業務フロー図

１ 文書管理支援業務
（３）文書ファイル登録支援業務 （５）事務所執務室内文書ファイル点検業務

巡回日時の連絡調整

共有PCの使用予約

ファイル登録依頼書と

文書ファイル現物を照合

DOCマネージャーにより

承認

ドキュメント管理番号ラベルと

ファイル管理番号ラベルの作成

ラベリングと

ラベル保護シールの貼り付け

文書ファイルを職員へ返却し、

文書の保管場所への配架を依頼

DOCマネージャーによる

承認件数等を報告書に記録

本部等の文書管理担当者へ報告

依頼書を提出した職員

に指導、再提出を依頼

執務室内の文書ファイル名が

記載された点検リストをDOC

マネージャーから作成

事務所の文書管理担当者と巡

回日時の連絡調整

点検リストの文書ファイルの

マーキングを依頼

点検リストと現物の件名、

ファイル管理番号を突合

ファイル点検一覧表に整理

本部等の文書管理担当者へ報告

不突合要因をセンター等の

文書管理担当者へヒアリング

（６） 事務所書庫棚卸点検業務

書庫現地で

ファイルデータの読み込みを実施

読み込みデータと

書庫単位の登録データを突合

照合結果一覧表に整理

本部等の文書管理者へ報告

不突合要因を事務所の

書庫管理部署の担当者へ

ヒアリング

書棚周辺の調査を実施

不突合の場合

不突合の場合

不突合の場合

一致の場合

※2週間以内

※2週間以内

※2週間以内
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住宅管理センター等文書管理支援業務 業務フロー図

２ 文書ファイルライフサイクル等管理支援業務

（１）法人文書保存期間管理・廃棄業務 （２）執務室内文書ファイル（随時）移管業務

今年度末で保存期限が到来する

ドキュメント及び文書ファイルの

一覧表をDOCマネージャーから作成

「廃棄」、「移管」、「保存期間延

長・修正」等について説明会を開催

するなど職員に評価作業手順を説明

職員に対し評価を依頼

評価を受けた一覧表をセンター等

の文書管理担当者から入手し、確

認を行う

本部等の文書管理担当者に一覧表

のデータの承認をもらった後、

DOCマネージャーで登録

「廃棄」と評価を受けたデータの一

覧を作成し、職員に対し、法人文書

の引き抜き、廃棄する箱への梱包、

廃棄集積場所への集積を依頼

廃棄一覧データと現物との最終確認

情報が記載されたものと

そうでないものに仕分け

請負者の手配及び立会いの下

溶解又はそれに準じた方法により

処分

センター等を所管する本部

等の文書管理担当者の判断

を受ける

センター等の

文書管理担当者へ

是正を依頼

センター等の

文書管理担当者に

延長理由等の修正と

一覧表の再提出を依頼

請負者の手配及び立会いの

下法令に従った処分

処分完了を証明する書類を

本社総務課へ提出

延長理由の正当性を
請負者が判断できないもの

延長理由等が
不適切だったもの

不突合の場合

情報が記載されていないもの

情報が記載されたもの

書庫内の清掃

再配架

書庫内に空きスペースが発生

執務室から書庫への移管に

ついてセンター等の文書管

理担当者を打合せ

移管先書庫を伝え、書庫移

管依頼書及び法人文書ファ

イルデータと現物との確認

法人文書の箱詰め・移送

（箱の調達及び移送は請負

者が実施）

再配架を行い、配架した棚の保

存場所情報や保存箱番号の情報

をDOCマネージャーで更新

打合せにより、
移管依頼を受けた場合
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書庫棚卸支援業務に係るデータ読み込みについて

1　読み込みを実施するデータについて
　棚には本・支社番号、書庫・倉庫番号、ブロック番号、棚番号及び棚段番号等を記載した「棚番号ラベル」が貼付済。
　また、棚卸を実施するファイルには全て「ファイル管理番号ラベル」が貼付済。
　なお、各ラベルにはそれぞれの桁数の数字に併せてバーコードが印字されているので、バーコードを読み取ることも
　可能。

２　納入データの仕様について
　機構に納入するデータはＣＳＶ形式とし、１行に１ファイルのデータとする。
　番号体系は次のとおり。

　　納品データサンプル

20170914,1525,13,00000,0111A00101,00001870001
日付(8)         時間(4)   秒(2)   固定値(5)      書庫・棚・棚段等(10)     ファイル管理番号(11)

上記のうち、「時間」及び「秒」の部分は「0000」及び「00」の固定でも良い
（）内は桁数

１　材質：PET（白）＋ラミネート仕様
１０桁（CODE３９）

２　１０桁の番号内訳

０１　１１　Ａ　００１　０１
  ①      ②     ③       ④       ⑤

①・・本支社コード

②・・書庫・倉庫コード

　　　本社・支社等単位で書庫・倉庫に固有の番号を01から連番で取得

③・・ブロック番号

④・・棚番号

　　　ブロック単位で動線を考慮した番号を001から連番で取得

⑤・・棚段番号

　　　下段から01と連番で取得

（参考）ラベル見本

棚番号ラベル

０１１１Ａ００１０１

100mm

A-  001　  1段目 12mm

①材質：PET（白）＋ラミネート仕様
１１桁（CODE３９）

（参考）ラベル見本

ファイル管理番号ラベル

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

48.3mm

25.4mm
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令和○年○月○日 

 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長 長濱 寿夫 殿 

 

会 社 名 

住    所 

代表者名 

 

契約名称：住宅管理センター等文書管理支援業務（令和６年度～令和８年度） 

 

令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一

部を再委託したく、請負契約書第３条第２項に基づき申請するので、手続方お願いしま

す。 

 

項目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、氏名） 

〒000-0000 ○○県○○市○○町○－○ 

△△株式会社 

再委託業務の内容 

 

 

再委託業務の契約予

定額 

○○千円（契約金額に対する比率○％） 

（※見積書を添付すること） 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の選

定理由 

 

 

 

 

（再委託する必要性） 

 

 

（再委託の相手方の選定理由） 

 

印 

別紙７ 


	★20231124_住管センター仕様書【別紙3】.pdfから挿入したしおり
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26

	★20231124_住管センター仕様書【別紙5】.pdfから挿入したしおり
	スライド 1: 住宅管理センター等文書管理支援業務　業務フロー図
	スライド 2: 住宅管理センター等文書管理支援業務　業務フロー図


